～申請にあたってのよくある質問～

Q１　活動時間の計算方法はどのようなものか。

A　普段の活動報告書の提出時と同様の計算方法でお願いいたします。
　　　また、顔合わせや依頼会員キャンセル分など、謝礼金が発生したものは全て補助金
の対象となりますので、計上してください。

Ｑ２　きょうだい２人を同時に対応する活動の場合、２人目は半額になるか。

A　いいえ。半額にはならず、２人分の活動時間に対し満額で交付いたします。
　　　区では活動報告書に記載された時間に対して交付をいたします。

Ｑ３　依頼会員からのサインがもらえず、活動報告書の提出が締め切りに間に合わない。

　Ａ　原則、依頼会員からのサインをもらった活動報告書を事務局に期日までに提出し、
その内容を申請していただきます。
しかし、3月末や9月末の援助活動については期日までの期間が短いため、
締め切りに間に合わない場合は、サインなしの報告書を期日までに事務局に提出し
後日サインをもらった報告書を提出してください。

Ｑ４　マイスター会員になったが、何月から活動時間数を申請してよいのか。

　Ａ　ファミサポマイスターに登録された月からのご記載をお願いいたします。
　　　ファミサポマイスターの登録日は、登録申請していただいた月の翌月１日となりま
す。申請後、区から送付される承認通知書の右上に記載をいたしますので、ご確認ください。

Ｑ５　ホームページから申請書類をダウンロードできない（できる環境がない）。

　Ａ　子ども家庭支援センター窓口と各事務局にマイスター補助事業にかかる書類を置か
せていただいております。
ご記入の上、提出は下記の子ども家庭支援センターまでお願いいたします↓
●子ども家庭支援センター
〒142-0043　品川区二葉1-7-15 （令和８年度４月時点）
●平塚ファミリー・サポート・センター
〒142-0051　品川区平塚2-12-2 家庭あんしんセンター内２階
　　　●大井ファミリー・サポート・センター
〒140-0014　品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2階

Ｑ６　申請期限に間に合わない場合は、次回申請時に繰り越し申請が出来るのか。

　Ａ　繰り越し申請はできません。
申請期限までに子ども家庭支援センターへ申請書の提出をお願いいたします。
また、事務局への活動報告書が遅れそうな場合の対応は、Q3をご覧ください。

Ｑ７　活動合計時間を間違えて申請してしまった。

Ａ　速やかに区へご連絡ください。
　　上半期は10月10日までに、下半期は4月10日までに受領したものについては
修正が可能です。
区へ連絡のうえ、正しい申請書を速やかに提出していただきます。

Ｑ８　提出期限時にやむを得ない事情（入院や身内の不幸など）があった場合は申請期間
を延ばしてもらえるか。

Ａ　申請期間の延長は行いません。
　　必ず、申請期間内での提出をお願いいたします。

Ｑ９　補助金については確定申告をする必要があるか。必要な場合は用意する書類がある
のか。

A　確定申告をする必要はございません。

上記以外でご不明な点がございましたら、下記問い合わせまでご連絡ください。


品川区子ども家庭支援センター
子育て支援連携担当
03-6421-5237（直通）
